
 

京都府立医科大学附属病院 

令和８年度研修医（基礎研究医プログラムコース）募集 

 

１ 研修プログラムの目標と特色 

臨床研修と基礎研究の両立を目的とし、臨床研修で必要な必須科目に加え、２年

間の研修中に基礎医学教室（６ 対象基礎医学分野（教室）参照）のうち１分野にお

いて１６週以上２４週未満の基礎医学研究を行うことが可能 

 

２ 応募資格 

 下記(1)～(2)に該当する者 

(1) 令和８年実施の第１２０回医師国家試験を受験し、医師免許取得見込みの者 

(2) 臨床研修修了後、４年以内を目処に作成した基礎医学の論文を研修管理委員会

に提出できる者 

(3) 医師臨床研修マッチング登録をしていない者 

※ 地域枠入学者は地域枠入学者に係る従事要件等を満たしているか事前に確認すること。 

 

３ 研修プログラムの定員 

１名 

 
４ 研修期間 

令和８年４月から令和１０年３月まで（２年間） 
  

５ 研修スケジュール 

研修期間中は主に京都府立医科大学附属病院において、以下研修スケジュールに

より研修を行う。 

 

 

※ プログラム開始時にローテートする基礎医学系の教室を決定しオリエンテーショ

ンを行う。 

※ 臨床研修の必修科目については、スタンダードプログラム（Ａコース）と同様 

※ 一般外来研修は、内科ローテート中に並行研修にて行う。 

※ 基礎医学（６対象基礎医学分野（教室）参照）については２年目後半にて履修し、

その他のローテートの順番は問わない。 

※ 基礎医学ローテート前に、プログラム責任者による到達目標達成度評価を行う。 

◆　１年目ローテート計画

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

救急
（大学）

救急
（本学or外病院）

◆　２年目ローテート計画

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

救急 地域医療 選択科目

1年目（大学）
内科 麻酔科

産婦人科・小児科
精神・外科から
２科目４週ずつ

2年目（大学） 産婦人科・小児科
精神・外科から
２科目４週ずつ

基礎医学（１６週以上、２４週未満）



 

※ 臨床研修修了後、４年以内を目処に基礎医学の論文を研修管理委員会に提出する

こと。 

※ 研修修了後に基礎医学系の大学院に入学することが望ましい。 

 

６ 対象基礎医学分野（教室） 

・分子標的予防医学  ・地域保健医療疫学  ・法医学  ・ゲノム医科学 

・分子生化学  ・生体構造科学  ・生体機能形態科学  ・細胞生理学 

・統合生理学  ・細胞分子機能病理学  ・分子病態病理学  ・免疫学 

・感染病態学  ・病態分子薬理学 

 

７ 研修医の募集及び採用の方法 

次の書類を応募期間中に提出すること 

 (1) 研修医出願書（所定の様式による） 

 (2) 履歴書（所定の様式による） 

 (3) 卒業証明書又は卒業見込証明書 

 (4) 学業成績証明書 

 (5) 身体検査書（所定の様式による） 
  ※ ただし、所定の様式に定める検査項目を満たしていれば、在籍している大学 

で令和７年４月１日以降に受診した健康診断の結果（写し可）等別の様式に替 
えることができる。 

    なお、大学の健康診断の受診日が令和７年４月１日以前の場合は、下記問 
い合わせ先まで連絡を行い、対応の指示を受けること 

 (6) 受験票／写真票（所定の様式による） 

   本学出身者の場合は(3)～(5)を省略することができる。 

   ただし、本学過年度卒業の者は、(3)と(4)のみ省略できる。 

  
８ 研修医の処遇 
 (1) 本学附属病院 
  ア）身分 京都府公立大学法人 有期雇用職員 
  イ）報酬 月額３２万円程度（副直手当、時間外勤務手当含む）  
     基本給 ２３５，０００円 
     副直手当（１回当たり）１５，７００円 
     その他 救急勤務医手当、時間外勤務手当、新生児担当医手当、通勤手当、

特殊勤務手当を実績に応じて支給 
  ウ）勤務時間 原則として８：３０～１７：１５（休憩１時間） 
         ※ 上記所定勤務時間は臨床研修を行う診療科等によって変更

することがある 
※ 準夜帯（17:30～翌2:00）、深夜帯（23:45～翌8:30）、副
直勤務が月３回程度 あり 

  エ）休日 土日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）       
   
  オ）休暇 年次休暇 １０日（雇用日から６か月経過後より取得可能） 
              ※ ２年間大学で研修する者については、２年目の４月からも取得可能 
         夏季休暇 ５日    

その他忌引き等就業規則に基づき取得可能 
※  １日の勤務終了後、翌日の出勤までの間隔が９時間以上間隔が開い

ていない際は、年次休暇とは別に代償休息を付与。 
但し、宿日直許可を取得した診療科で、副直時間が９時間以上

の場合は、代償休息の対象となりません。 



 

カ）社会保険等 公立学校共済組合、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用 
保険加入 

キ）健康診断等 年１回実施 
        小児系感染症、Ｂ型肝炎、インフルエンザ等予防接種無料実施 
ク）院内研修医室 あり  
  研修医全員に専用机・更衣ロッカー あり 
ケ）学内保育所、病児保育室 あり 

  コ）宿舎 なし 
サ）住居手当 なし 

  シ）医師賠償責任保険への加入 個人で必ず加入のこと 
   （保険会社指定なし・当センターで紹介可） 
  ス）外部研修への参加 可（旅費等支給なし） 
  セ）その他 心身の故障のため、長期の休養を要する場合については、「京都 

府公立大学法人教職員就業規則」の例により、その休養期間は３年 
を超えない範囲とする。 

 
９ 問い合わせ先 

    京都府立医科大学附属病院卒後臨床研修センター 

  （事務局 病院管理課 総務調整係内）担当：吉田 

  電話 075-251-5355 ※平日の午前９時～午後５時 

  〒602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465 番地 

 


